
小嶋税務会計事務所

昨年 12 月に令和 4 年の税制改正大綱が発表されました。この中で、所得税に関する改正

のポイントはなんでしょうか？

解説

１． 住宅ローン控除の内容の改正

住宅ローン控除について、適用期限が令和 7 年 12 月 31 日まで延長するとともに、控除

限度額、控除率、所得要件などの改正が入りました。

新築・中古 種別 居住年 借入限度額 控除期間 控除率 所得要件

新築住宅

一般住宅
令和 4-5 年 3000 万円 13 年

0.7％

（改正前は

1.0％）

合 計 所 得 金 額

2000万円以下

（ 改 正 前 は

3000 万 円 以

下）

令和 6-7 年 2000 万円 10 年

省エネ住宅
令和 4-5 年 4-5000 万円 13 年

令和 6-7 年 3-4500 万円 13 年

中古住宅
一般住宅

令和 4 年-7 年
2000 万円 10 年

省エネ住宅 3000 万円 10 年

なお、給与等の支払いを受ける個人で、令和 5 年 1 月 1 日以後に居住の用に供する家屋

に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、年末調整の際には住宅取得資金に

係る借入金の年末残高証明書の添付は不要となります。

２． 財産債務調書制度の見直し

改正前は、所得が 2000 万円超で、財産の価額の合計額が 3 億円以上等の場合は財産債

務調書を税務署に提出する義務がありました。改正後は、これに加えて、所得に関係なく、

財産の価額の合計額が 10 億円以上であれば、提出義務が生じることとなりました。これ

に伴い、提出期限は翌年 3 月 15 日まででしたが、翌年 6 月 30 日までに見直しされまし

た。

要するに…

Ｑ
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令和 4年税制改正②～所得税

今回の税制改正では、住宅ローン控除にかなりの見直しが入りました。すでに今年の居住年
から開始する予定ですので、住宅を購入する予定がある方は注意が必要です。

今回の税制改正では、住宅ローン控除の改正や財産債務調書制度の改正などがあります。


